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はじめに              

 

 

 

我が国における平均寿命は、男性が８１．０９歳、女性が８７．２６歳となり、 

人生１００年時代の到来と言われています。 

一方で、出生数は年々減少し、平成２８年に１００万人を切り９７万６,９７８ 

人、そして翌年はさらに減少し、９４万６,０６５人となりました。 

 

浅口市におきましても少子高齢化が進む中、持続可能な浅口市のため、定住促 

進や子育て支援など様々な施策を進めておりますが、これからのまちづくりは、 

行政と医療・介護、そして地域住民の皆様と一緒になって取り組んでいかなけれ 

ばならない課題が増えていると強く感じております。 

 

この度策定しました浅口市地域福祉計画は、「ふれあい 支えあい いつまでも 

安心して暮らせるまち」を基本理念に、一人ひとりができること（自助）、地域で 

できること（共助）、市が取り組むこと（公助）を行動の指針として明確に示すこ 

とで、地域共生社会の実現を目指し策定いたしました。 

 

これからも市民皆様の幸せのため、そして「浅口市に住んで良かった。」と言わ 

れるまちづくりを進めてまいります。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、様々な観点から熱心にご審議いた 

だきました地域福祉計画策定委員会の委員皆様をはじめ、アンケートやワールドカ 

フェを通じて貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様に心から御礼を申 

し上げます。 

 

 

平成３１年３月 

 

 

                    浅口市長 栗 山 康 彦 
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第 1 章 計画策定にあたって 

 
 「福祉」という言葉には、「しあわせ」という意味があります。従って、「地域福祉」という表

現には、浅口市民一人ひとりが普段の暮らしの中でしあわせを感じることができる地域をみんな

でつくっていこうという意味が込められています。 

 

１ 基本的な考え方 
地域福祉とは、『地域における様々な生活課題について、住民自らが気づき、それを自分た

ちの問題としてともに考え、問題解決へ向けて活動していく住民の主体的な支えあいのネッ

トワークづくりを基軸として、さらに、住民主体の福祉活動を支える多様な関係機関・団体

のネットワークを形成し、この両者の連携のもとで、“誰もが人としての尊厳をもって、家庭

や地域の中で、その人らしい自立した生活が送れるような地域社会”をつくっていくこと』

です。 

さらに、『住民が地域社会において自立した生活を営むことを可能にするために必要な福

祉と保健・医療等のサービス整備をはじめ、福祉の環境の整備、住民参加の福祉活動の支援、

福祉と保健・医療サービスの総合化などを進め、これらの活動をとおして福祉コミュニティ

の形成を目指す福祉活動の総体をいう』とされています。 
 

２ 計画策定の背景 
私たちの暮らしは、生活環境も整い、あらゆるモノや情報が容易に手に入る豊かな時代へ 

変化してきましたが、その豊かさは、個人の価値観やライフスタイル※の多様化をもたらし 

ています。 

また、全国的にも人口減少、少子高齢化や世帯の核家族化・単身化が進行するとともに、

地域や家族のつながりが希薄になりつつあります。このような地域社会の変容等により、不

安やストレス、ひきこもり、自殺やホームレス、家庭内暴力、虐待等の生活上の諸課題が複

雑多様化しています。 

他方、ボランティアやＮＰＯなどの活動が活発化し、社会福祉を通じた新たなコミュニテ 

ィ※形成の動きも現れてきています。 

こうした動きを発展させ、個人の尊厳を重視し、対等平等の考え方に基づき、地域住民す

べてで支える社会福祉に変わっていくためには、地域住民の参加が不可欠であり、その自発

的、積極的な行動が重要であり、その理解と参画の必要性について各方面で啓発されていま

す。 

平成 23（2011）年３月の東日本大震災では、あらためて地域コミュニティの必要性が 

再認識され、今後、地域福祉を進めていく上で、日常からのつながりや災害時における要配

慮者への支援体制の再構築も求められています。 

さらに、社会福祉を特定の人に対する公費の投入と考えるのではなく、むしろ福祉活動を

通じて地域を活性化させるものとして積極的な視点でとらえる考え方が芽生えてきていま

す。  
                                                   
※ライフスタイル：ある社会においての成員が共通して成り立っているような生活の送り方のこと。 
※コミュニティ：人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、及びその人々の集団。地域社会。共同体。 

https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
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３ 計画策定の根拠 

社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」であり、市の将来を見据えた地域福 

祉のあり方や地域福祉推進のための基本的な施策の方向を定める計画です。 

市町村が策定する行政計画で、「総合計画」に示されている基本構想を踏まえる計画です。 

福祉分野の個別計画を概念的には包含する一方で、対象者（子ども、高齢者、障がい者等） 

ごとの福祉施策のすべてを網羅する総合福祉計画とは異なり、地域における課題に対して、 

自助・共助・公助の視点から、その解決に向けた仕組みや方策を示すための計画です。 

地域福祉を推進していくための仕組みづくりや条件整備等、制度的な側面に力を置く計画で 

す。 

福祉サービスを必要としている市民、あるいは地域において福祉活動をしている様々な人た 

ちや組織・団体間の公平性を重視するとともに、関連する福祉制度や施策の総合化、相談支援 

体制等、必要とされるサービスの基盤整備、地域福祉推進のための仕組みづくり等が特徴です。 

 

４ 計画の位置付け 

この計画は、今後の地域福祉施策・事業の基本的な展開方向を示すものであり、上位計画

及び他の関連計画との連携・整合を図り、福祉分野の計画の基本的な指針となるものです。 
 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅口市人口ビジョン 

まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

＜関連諸計画・施策＞ 

◇浅口市子ども・子育て支援事業計画 

◇浅口市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

◇浅口市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

◇人権教育・啓発推進計画 

◇浅口市地域防災計画 

◇生活困窮者に関する施策  等 

浅口市地域福祉計画 地
域
福
祉
活
動
計
画 

（
浅
口
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

第２次浅口市総合計画 

岡山県地域福祉支援計画 

支援・連携 
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５ 自助、共助、公助と地域福祉の関係 

「自助」、「共助」、「公助」と地域福祉の関係は次図のとおりであり、これらの組み合わせ

により地域福祉は成り立っています。 

 

■「自助」「共助」「公助」と地域福祉の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自助：個人や家庭による自助努力（自分でできることは自分でする） 

○共助：地域社会における相互扶助（隣近所や友人、知人とお互いに助けあう）や民間非営利活動・事業、ボランティア、住

民活動、社会福祉法人などによる支え（「地域ぐるみ」福祉活動に参加して地域で助けあう） 

○公助：公的な制度としての福祉・保健・医療その他の関連する施策に基づくサービス供給（行政でなければできないこと

は、行政がする） 

  

地域ぐるみの福祉活動への支援 

自  助 共  助 公  助 

地域ぐるみの福祉活動 

暮らしのニーズ 

（日常的な生活課題） 

福祉個別３計画 

・子ども・子育て支援事業計画 

・高齢者保健福祉計画 

・障害者計画 

家
庭
・
地
域
の 

生
活
課
題 

個人・家庭・地域住
民の主体的な活動
で対応できる 

地域住民と行政の相互
協力(協働)の領域 

行政施策として行う 
(自助努力で適わないも
の) 
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６ 地域福祉推進の視点 

地域福祉推進の視点としては、「福祉サービスを必要とする地域住民が市内の各地域社会

（町内会・自治会）を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆ

る分野の活動に参加する機会が与えられるようにする。」ことが大切であり、具体的には、次

の点があげられます。 

 

（１） 住民参加の必要性 

地域福祉の推進は、地域住民の主体的な参加が大前提であり、アンケートやワークショッ

プ等を通じて地域住民の参加を確保することが本地域福祉計画の特徴です。 

 

（２） ともに生きる社会づくり 

地域福祉の推進は、多様性を認め合う地域住民や各種団体相互の連帯を重視しています。 

 

（３） 男女共同参画 

地域福祉の推進は、浅口市男女共同参画推進条例、第 3 次浅口市男女共同参画基本計画の

視点が不可欠です。 

 

（４） 福祉文化の創造 

地域住民自らが主体的にかかわり地域福祉を推進することが、金光・鴨方・寄島といった

それぞれの地域と市全体に個性ある福祉文化を創造していくことにつながります。 

 

７ 計画の期間 

浅口市地域福祉計画の計画期間は、2019 年度（平成 31 年度）から 2024 年度までの

６か年とします。 

ただし、社会経済情勢や大きな制度の改正に柔軟に対応できるよう、必要に応じて見直し

を行います。 

【計画の期間】 

 

 

 
 
  

   

（平成 31年度） 

2019年度 

 

2020年度 

 

2021年度 

 

2022年度 

 

2023年度 

   

 

2024年度 
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第２章 地域の課題と対応の方向 
 

１ 地域福祉をめぐる主要な課題 

（１） 少子高齢・人口減少社会がもたらす影響 

少子高齢・人口減少社会の到来は、家族構成や生活形態等にも大きな変化をもたらしてい

ます。核家族化をはじめ、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加している一方で、地域福

祉の担い手となる世代が減少しています。 

誰もが地域で安心して暮らすことのできる社会を構築するためには、「自助」はもちろんの

こと、「共助」、「公助」の３つが相互に補い合い人々の地域生活を支えるという視点に立った

福祉施策の展開が求められています。 

また、成年後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護事業や、災害発生時を想定し

た住民同士の支えあいによる要配慮者対策の充実も引き続き急務となっています。 

さらに、将来を担う子どもたちを安心して産み育てることのできる地域づくりにも取り組

んでいく必要があります。 

 

（２） ニーズの複合化・多様化による新たな地域課題の顕在化 

近年の福祉制度は、介護保険制度や障害者総合支援制度にみられるように、施設入所から

地域生活への移行を重視した方向へと変化してきました。可能な限り住み慣れた地域や自宅

で生活できるよう地域での生活を支える基盤を整備するということが福祉施策の基本的な

方向となっていますが、社会環境が大きく変化する中、住民一人ひとりが抱える福祉・医療・

健康に対するニーズは、複合化・多様化しています。 

これに伴い、公的な福祉サービスだけでは対応ができない生活課題や、個別分野ごとの福

祉サービスでは十分な対応ができない複合的な問題等、新たな地域課題が顕在化してきてい

ます。また、住民にとって度重なる福祉制度の改正や制度の専門化が相談や利用のしづらさ

につながっていくおそれもあります。 

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等の整備も進められてきましたが、不安や

課題を抱えたとき、誰もが気軽に相談でき、必要な支援が必要とする人に行き届くシステム

づくりが必要となっています。 

 

（３） 社会から孤立する住民の存在 

高齢化や核家族化の進行、地域における人口減少、更には地域とのつながりの希薄化等に

より、悩みを打ち明けられず社会的に孤立する人や世帯が増え、老老介護※やダブルケア※な

                                                   
※老老介護：高齢者が高齢者を介護すること。 
※ダブルケア：高齢者の介護と子育てなどが家庭の中で併存すること。 
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どによる事故、虐待なども社会問題となっています。このような中、地域における見守りや

支えあいをはじめ、社会的孤立を防止する取組がますます重要となってきています。 

 

（４） 社会・経済の構造的な変化等による生活困窮者等の増加 

近年、わが国の景気は回復基調にあるといわれているものの、地方ではいまだその実感に

乏しい状況にあります。こうした景気低迷の長期化やこれに伴う雇用状況の変化をはじめ、

社会・経済の構造的な変化等により、生活保護受給者はもとより、生活保護に至る前の段階

の生活困窮者が増加しています。 

今後は、改正生活保護法（平成 26 年７月１日施行）や生活困窮者自立支援法（平成 27

年４月１日施行）を踏まえ、総合的な支援体制を構築していくことが求められます。 

 

２ 課題に対応できる地域共生社会の実現 

これまで我が国の公的な福祉サービスは、高齢者・障がい者・子どもといった対象者ごと

に、典型的と考えられるニーズに対して専門的なサービスを提供することで、福祉施策の充

実・発展に寄与してきました。しかしながら、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子

育て支援新制度など、各制度の成熟化が進む一方で、人口減少、家族・地域社会の変容等に

より、既存の縦割りのシステムには課題が生じています。 

具体的には、制度が対象としない生活課題への対応や複合的な課題を抱える世帯への対応

等、ニーズの多様化・複雑化に伴って対応が困難なケースも現れてきています。 

また、今後は、地方圏・中山間地域を中心に高齢者人口さえも減少し、行政やサービス提

供側の人材確保の面から、従来通りの縦割りでサービスをすべて用意するのは困難となって

くることも予想されます。 

今般、一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、パラダイム※を転換

し、福祉は与えるもの、与えられるものといったように、「支え手側」と「受け手側」に分か

れるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍でき

る地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助けあいながら暮らすことの

できる「地域共生社会」を実現する必要があります。 

具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取

り組んでいただく仕組みをつくっていくとともに、市においては、地域づくりの取組の支援

と、公的な福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めて

いくことが大切です。 

また、対象者ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サービスも「丸ごと」へと転換して

いくため、サービスの充実・複合化や専門人材の養成を進めていく必要があります。 

 

                                                   
※パラダイム：考え方・認識の枠組み。 
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第３章 計画の基本目標と施策の体系 
 

１ 基本理念 
地域社会が大きく様変わりしていく中、東日本大震災という未曾有の災害を体験し、さら

に、各地で頻発する集中豪雨や南海トラフ巨大地震への対策が叫ばれる中で、地域の支えあ

いの力が再認識されています。 

このような中、複雑・多様化する生活課題に対応していくためには、高齢者や障がい者な

どへの福祉サービスの充実はもちろん、援護・支援を必要とする方の個性や生き方を尊重し、

自らが「自立」することに努める「自助」を促す必要があります。また、身近なところで安

心して生活するために市民、地域、社会福祉協議会をはじめとする各種団体等が連携し、自

立を支援する「共助」の輪を広げることが求められています。これは、地域が持つ力を高め

ていくことが期待されるものであり、地域共生社会の実現を目指して、市は「自立」を助け、

「共助」の輪が広がる環境づくりがこれまで以上に求められています。 

 

第２次浅口市総合計画の目指す福祉分野の基本目標として『だれもが健やかに暮らし支え

合う地域づくり』が掲げられており、高齢者や障がい者、子育て世帯に関する公的な支援の

充実とともに、地域における支えあいの実現に向けて、自助（個人や家族）・共助（地域）・

公助（行政）がそれぞれ担うべき役割を明確にし、地域が一丸となって様々な課題解決に取

り組んでいくための仕組みづくりを進めるとしています。 

本計画では、この基本目標により市民一人ひとりが地域の中での自分の役割を果たし、支

えあい、だれもが住み慣れた地域で安心してやすらぎのある生活を生涯にわたって続けてい

けるように、計画の基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ふれあい 支えあい 

いつまでも安心して暮らせるまち 

 
 

基本理念 

浅口市の星「シリウス」をイメージしています。 



8 

 

２ ３つの基本目標 

基本理念「ふれあい 支えあい いつまでも安心して暮らせるまち」の実現を目指

して本計画の基本目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

人口減少・少子高齢化、世帯の多様化が進行し、さらに、個人の価値観の多様化に

より、家族や地域で相互に支えあう機能が弱まってきています。 

本市では、市民一人ひとりの地域福祉に関する意識向上を図るとともに、コミュニ

ティ機能の強化やボランティアの育成などで地域において支えあう仕組みづくりを

進めます。 

また、社会福祉協議会などの団体と連携強化を図り、すべての市民が、相手のこと

を考えて支えあい、心豊かに過ごせるまちづくりを目指します。 

 

 

 

地域での自立した生活を支えるための様々な福祉サービスを、必要とする人が適

時・適切に利用できるよう、個々の状況に応じた相談体制の充実をはじめ、的確な情

報提供を行うとともに、良質な福祉サービス提供体制の整備を図ります。 

また、様々な社会参加をしやすくするため、公共施設や道路のバリアフリー化、移

動手段の確保を進め、みんなが暮らしやすい人に優しいまちづくりを進めます。 

さらに、誰もが生き生きとした生活を送ることができるよう、自分の健康を自分で

守る努力や介護予防等に努めるまちづくりを目指します。 

 

 

 

地域で安全に安心して暮らせるよう、住民同士の要配慮者対策をはじめとする防災

体制の強化、権利擁護の推進、誰もが被害者とならない防犯活動の推進、子どもから

高齢者までの交通安全対策の推進、更には認知症対策の充実まで、市民一人ひとりの

思いやりを行動につなげ、みんなで支えあう安心のまちづくりを進めます。 

  

基本目標１ 「支えあいのまち」づくり 

基本目標２ 「人に優しいまち」づくり 

基本目標３ 「安心のまち」づくり 
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３ 施策の体系 

基本目標の実現を目指した施策の体系を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１） 地域福祉の意識向上 

（２） 担い手の育成 

（３） 地域福祉関係機関・団体との連

携の強化と交流の促進 

１．「支えあいのまち」づくり 

２．「人に優しいまち」づくり （１） 相談体制の充実 

（２） 情報提供の充実 

（３） 福祉サービスの充実 

（４） 福祉基盤の充実 

（５） 健康づくり・介護予防の充実 

 

３．「安心のまち」づくり （１） 緊急時の支援の充実 

（２） 権利擁護の推進 

（３） 安全・安心な地域づくり 

 

基 本 目 標 施    策 

ふ
れ
あ
い 

支
え
あ
い 

い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

基本 

理念 
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４ 地域福祉圏域 

地域福祉圏域のイメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小地域ネットワーク※ 

 

                                                   
※小地域ネットワーク：例えば、大字を単位とするような小さな地域で、要援護者一人ひとりに近隣の人びとが見守り

活動や援助活動を展開するつながり。主に近隣住民などのインフォーマル（制度に基づかない）な活動の仕組み。 

市全域(市・市社会福祉協議会) 

市全域を対象とした専門的・複合的な相談、総合的な支援等 

 

日常生活圏域（金光、鴨方、寄島圏域）身近な地域での

専門的な相談・支援等 

 

小地域ネットワーク※（地区社会福祉協議会・協議会

型住民自治組織等） 

地域福祉活動に関する情報交換、活動拠点の確保 

サロン活動等 

県域・広域 

県や広域での連携、市だけでは対応できない総合的な支援や相談等 

 

地域自治組織圏内(町内会・自治会) 

行政情報の周知、防災・防犯活動、見守りネットワ

ーク、サロン活動等 

身近に相談、日常的な見守り・声かけの活動等 

【主な役割】 

専門的な 
支援 

地域・近隣
による 
支えあい 

【圏域のイメージ】 
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第４章 施策の展開 
 

１ 「支えあいのまち」づくり 

（１）地域福祉の意識向上 

■□現状と課題□■ 

市ではこれまで広報紙やホームページ等を通じて地域福祉の意識高揚に向けた啓発活動

を行うとともに、学校教育での福祉教育に取り組んできました。 

社会福祉協議会においても、社協だよりやパンフレット等による啓発とともに、各種交流

事業やイベントなどに取り組んでいます。 

今後とも、市民が協力してみんなで支えあうまちづくりを進めていくために、市民一人ひ

とりの助けあいの意識を育んでいくことが必要です。 

 

■□施策の基本方向□■ 

地域福祉を推進していくためには、すべての市民が「ともに暮らし、ともに生きる社会こ

そ正常である」というノーマライゼーションの理念を理解することが重要です。 

また、福祉はすべての人に関わる問題でもあり、誰もがライフステージ※のいずれかの段

階で福祉サービスを必要とすることの認識を深めていくことも必要です。 

これらを踏まえ、『地域福祉の意識向上』のために、次のような取組を実施していきます。 

 

■□今後の取組□■ 

 No 項  目 内    容 

 ① 地域コミュニティの活

性化と自助意識や共助

意識の高揚 

◆協働のまちづくりを基本として、地域のつながり強

化のため地域コミュニティの活性化を図ります。この

地域コミュニティの活性化を通して市民が相互の支え

あいによって助けあう自助意識や共助意識の高揚を目

指します。 

 ② 家庭での福祉教育 ◆家庭での福祉教育が行われるよう、親を対象とした

地域福祉に関する講座等の実施に努めます。また、家庭

内での実践を通して、親から子へ、子から孫へと福祉に

関する教育が受け継がれるように意識啓発を行いま

す。 

 ③ 福祉教育の推進 ◆小・中学生を対象にした福祉施設での福祉体験や乳

幼児とのふれあい体験を推進するとともに、市民を対

象とした講座や事業を実施し、福祉教育の推進に努め

                                                   
※ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 
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 No 項  目 内    容 

ます。 

 ④ ボランティア協力校の

指定 

◆社会福祉協議会で市内小中学校をボランティア協力

校に指定し、毎年職員が学校に出向いて、車椅子体験や

高齢者疑似体験を行います。また、介護施設等に生徒が

訪問し、高齢者との交流を図ります。 

 ⑤ 地域福祉に関する学習

機会の促進 

◆生涯学習活動としても、社会教育部門や社会福祉協

議会等と連携しながら、地域福祉活動に関する講座を

充実し、福祉教育を進めます。また、地域においては人

権学習や世代間交流事業などを積極的に取り入れるな

ど、地域福祉に関する学習機会の促進に努めます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

〇地域の行事等に積極的に参加し、地域のことを知るよう努めま

す。 

○市などから提供される、地域福祉、人権問題、男女共同参画等に

関する情報や学習機会を積極的に活用するよう努めます。 

〇家庭の中においても、お互いを尊重し、理解し合う気持ちを育み

ます。 

地域でできること 

（共助） 

〇住民同士の交流のための、行事の開催に努めます。 

○地域での地域福祉、人権等に関わる自主的な学習機会づくりに

努めます。 

○協議会型住民自治組織の活動の活発化に努めます。 

市が取り組むこと 

（公助） 

〇協働のまちづくりを基本とした事業を行い、まちづくりの強化

に努めます。 

○地域福祉、人権等に関わる情報提供や教育の機会を充実します。 

 

（２）担い手の育成 

■□現状と課題□■ 

これまで本市では社会福祉協議会を中心に各種ボランティア活動や研修会の開催、福祉学

習の推進等に取り組んできました。 

市内では、児童や高齢者、障がい者などを対象に、ボランティア団体・ＮＰＯ団体等が活

動しており、地域福祉を支える重要な役割を担っています。 

また、民生委員・児童委員、福祉委員の活動も地域福祉の充実に大きな役割を担っており、

今後一層の活動の充実に向けた支援の充実が期待されています。 

今後は、これまで続けてきた活動を継続し、内容の一層の充実を図るために、ボランティ

ア・ＮＰＯ活動、民生委員・児童委員、福祉委員の活動に参加しやすい環境づくりが重要と

なっています。 
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■□施策の基本方向□■ 

ボランティアやＮＰＯなどの個人や団体が活発に社会活動に貢献する時代となっていま

す。市民のニーズが多様化している中、様々な福祉サービスの提供について、これまでのよ

うに行政がすべてを担う時代から、地域住民・ボランティア・事業者・行政がそれぞれの立

場で、それぞれの役割を分担して地域社会を支えていくことが求められてきました。 

特に、市民のボランティアへの参加意識は、各種アンケート調査から潜在的に高いことが

うかがえますが、周知徹底を図り、市民の地域活動への意欲が実のあるものへと結びつけら

れるような環境づくりが必要です。 

さらに、地域住民の身近な相談相手として、また、行政と地域住民のパイプ役として、民

生委員・児童委員、福祉委員も大切な役割を担っています。各委員は一定の地域を担当地域

として活動していることと同時に自らも地域の一員であり、市民の一番身近なところで、市

民の立場に立った活動を行っています。 

これらを踏まえ、ボランティア活動・市民活動・ＮＰＯ活動の推進を図っていきます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① ボランティア団体やＮ

ＰＯ団体等の活動支援 

◆ボランティア団体やＮＰＯ団体などの活動支援を行

います。また、地域福祉の担い手を養成しつつ、地域で

求められる具体的なニーズを把握し、支援に結びつけ

る体制の確立に努めます。 

 ② ボランティア活動・Ｎ

ＰＯ活動の啓発 

◆市の広報紙やホームページなどを活用し、市民にボ

ランティア活動・ＮＰＯ活動を啓発するとともに社会

貢献への理解を働きかけます。 

 ③ ボランティアの資質向

上 

◆ボランティアのニーズを把握し、ボランティア研修

の充実を図り、資質向上を支援するとともに、各ボラン

ティア団体の交流、情報の提供・共有化を図ります。 

 ④ 青少年のボランティア

活動への参加促進 

◆地域において青少年が様々なボランティア体験をす

ることにより、相手の立場に立ってものごとを考える

姿勢を身につけるとともに、社会に貢献する意識を培

うことができるよう、青少年のボランティア活動への

参加を促進します。 

 ⑤ 民生委員・児童委員、福

祉委員などの活動充実 

◆民生委員・児童委員、福祉委員などの活動充実のため

に、研修会や講習会などを開催し、情報提供をすること

で、資質の向上と活動の促進を図ります。また、地域福

祉の推進のために、多岐にわたる各委員の活動が、地域

で「つながる」よう配慮します。さらに、各委員の世代

交代等が円滑にできるような仕組みづくりに努めま

す。 
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No 項  目 内    容 

 ⑥ 当事者団体等の設立及

び育成支援 

◆当事者団体が取り組んでいる親睦・交流事業を支援

するとともに、必要に応じて新たな当事者団体等の設

立及び育成を支援します。 

 ⑦ 団体間の円滑な連携 ◆既存の福祉団体、各種団体の自主性・自立性を尊重し

つつ、積極的な活動展開を支援するとともに、団体間の

円滑な連携を促します。 

 ⑧ 活動場所の提供等の支

援 

◆社会福祉協議会では、手話通訳者の養成や視覚障が

い者のための音訳ボランティアの活動を支援し、活動

場所の提供等の支援を推進します。 

 ⑨ 

地域に応じた地域福祉

活動 

◆社会福祉協議会において地区担当職員を充実させる

ためには、人材の確保が必要であり、市として積極的に

支援していきます。その上で、小地域の実態把握及び当

該地域に応じた地域福祉活動を地域住民とともに図っ

ていきます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○身の回りで活動する様々なボランティア・ＮＰＯ組織の活動内

容について日頃から関心を持つとともに、活動への理解を深め

ます。 

○支援が必要な人や家族は、民生委員・児童委員、福祉委員等に積

極的に相談したり、サービスを利用します。 

地域でできること 

（共助） 

○地域としてボランティアへの意識を高めたり、活動内容を広く

周知する機会づくりに努めます。 

○民間事業者や施設とボランティア活動との連携を図ります。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○社会福祉協議会と連携し、様々な機会や情報の提供に努め、ボラ

ンティアの育成や地域でのボランティア活動への理解を深めま

す。 

○災害時など新たなボランティア活動やＮＰＯ団体の発掘・支援

等に努めます。 

 

（３）地域福祉関係団体との連携の強化 

■□現状と課題□■ 

浅口市社会福祉協議会は、地域福祉活動計画のもとに、福祉サービスの提供だけでなく、

地域福祉の推進・調整役として大きな役割を担っています。また、民生委員・児童委員、福

祉委員や行政区の役員は地区での福祉活動の一翼を担っています。今後は、社会福祉協議会

を中心に、民生委員・児童委員、福祉委員、行政区などコミュニティ団体や各種福祉団体、

ボランティア団体・ＮＰＯ団体等との連携を強化し、市域の地域福祉活動の活発化に向けた

取組を進めていく必要があります。 
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■□施策の基本方向□■ 

地域では、人口減少や若者の流出などにより、新たな会員の確保が難しいなど、団体によ

っては十分な活動ができていない状況もみられます。 

これら地域福祉を推進していく上で重要な役割を担う各種団体等については、今後も活発

な活動の展開が期待されることから、関係機関が協力して活動への支援を充実していくこと

が求められています。 

これらを踏まえ、地域福祉関係団体との連携を強化する取組を実施していきます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 地域課題が解決できる

組織体制の構築 

◆高齢者、障がい者、子ども、子育て中の親、更にはダ

ブルケアなど、問題を抱える地域課題が解決できる組

織体制の構築を目指し、サービス提供を行う事業者や

地域の各種団体、民生委員・児童委員、福祉委員等との

連携を深める機会を提供し、地域の人材との協力体制

を充実します。 

 ② 社会福祉協議会との連

携 

◆市民へのきめ細かい福祉サービスを提供するため、

社会福祉協議会を地域福祉推進上の中心的な組織とし

て位置づけ、理事会、評議員会の機能充実、事務局職員

の資質向上を図り、自主財源の確保に取り組み、それに

対する連携強化や事業運営等に対する支援を実施し、

地域の福祉活動を推進していくための連携を図ってい

きます。 

 ③ 住民活動団体の活動支

援 

◆多様化する福祉ニーズに的確に対応できるよう、行

政と協働して地域福祉を推進する仕組みとして、ＮＰ

Ｏ法人をはじめとする住民活動団体についても活動支

援を推進します。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○行政区や各種団体への理解を深め、積極的に情報の収集に努め、

参加を呼び掛けるとともに活動に参加します。 

地域でできること 

（共助） 

○活動内容の充実や情報発信による会員の増加に努めるとともに、

社会福祉協議会等が実施する研修に参加します。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○市の広報紙・ホームページや窓口等で行政区や各種団体の広報・

啓発を行い、市民の理解を求めるとともに、参加促進を図ります。 

○社会福祉協議会との連携のもと、各種団体等との連絡会議や懇談

会等を開催し、団体相互の交流を促進します。 
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※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
※ソーシャルインクルージョン：何らかの理由で社会から排除された人を社会が包み込むという意味。  

※
ここでいう“地域包括ケアシステム”とは、現在、福祉で進めている「地域包括ケアシステム」と同様に、障害者福

祉、児童福祉の分野でも体制を構築し、相互に連携していく包括的支援体制のことで、地域共生社会づくりの土台とな

るものを指しています。 

 

【「ともに生きる社会づくり（ソーシャル・インクルージョン※）」概念図】 

地域活動 

地域から起こす、 

福祉のまちづくり 

(地域福祉活動) 

安全・安心 
地域での見守り 

要配慮者への支援など 

地域福祉 
高齢者支援 
障がい者支援 
子育て支援など 

教育・学習 
生涯学習活動 
地域間交流など 

環境保全 
地域の美化 

ごみ減量・リサイクル
など 

雇用 
社会資源の活用 

高齢者・障がい者の参
画など 

多彩な住民活動 

ボランティア・ＮＰО活動など

地区内外・市内外を問わない 

幅広い連携 

共働 

地域包括ケアシステム 
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２ 「人に優しいまち」づくり 

（１）相談体制の充実 

■□現状と課題□■ 

各種福祉サービスの多様化、家族形態の多様化とともに、児童虐待やＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）など新たな課題として社会問題化している事例への対応等、相談窓口の

役割はこれまで以上に重要になっています。また、身近に相談できる人がいない人、相談窓

口に行くことのできない人など個々の状況に応じた相談体制の充実も求められています。 

市では、担当課の窓口をはじめ、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の機関で相談

を行っているほか､障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として相談支援事業も実施

しています。 

社会福祉協議会では、各種相談事業を実施し、福祉に関する悩みごとや日常生活での心配

ごとなど様々な相談に対応しています。 

地域では、民生委員・児童委員、福祉委員などが福祉制度や日常生活に関わる相談を受け

るとともに、必要な援助・支援を行っています。 

これらを踏まえ、関係機関や地域の民生委員・児童委員、福祉委員との情報交換など連携

を強化するとともに、多様化・専門化する相談内容に対応するためのあらゆる相談体制の強

化やワンストップ※で相談に対応できる体制を検討していく必要があります。 

 

■□施策の基本方向□■ 

私たちの抱える生活上の課題は複雑化し、様々な分野にまたがったり、既存の制度の枠内

では解決が困難な相談内容が増えています。近年では、個人の問題にとどまらず、家族全体

の支援が必要な相談が増えており、世帯「丸ごと」の相談に対応できる包括的な相談支援体

制づくりが必要です。また、専門化する相談内容に対応するためには、専門的な知識豊かな

人材の配置とともに、関係機関との連携体制を構築する必要があります。 

これらを踏まえ、相談体制の充実を図っていきます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 相談への迅速かつ的確

な対応 

◆市民からの多様な相談内容に迅速かつ的確に対応でき

るよう、市担当窓口における相談支援の専門性を高める

とともに、関係部署の連携強化を図り、相談窓口業務の一

本化を検討し、総合的な相談の充実に努めます。 

 ② 相談体制の充実 ◆あらゆる人を対象に、総合相談支援事業、権利擁護事

業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等を行う地

域包括支援センター、権利擁護推進センターの相談体制

を一層充実します。 

                                                   
※ワンストップ：ひとつの場所で様々なサービスが受けられる環境、場所のこと。 
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No 項  目 内    容 

 ③ 障害に関する相談 ◆障害に関する相談は、発達障がい者や難病患者を含め、

ケアマネジメント、権利擁護等を中心とした総合的な相

談体制の充実を図ります。 

 ④ 乳幼児に関する相談 ◆乳幼児に関する相談については、愛育委員等の訪問や

保健師による相談、更に子育て全般についての相談体制

の充実を図ります。 

 ⑤ 介護に関する相談 ◆介護に関する相談については、地域包括支援センター、

社会福祉協議会、民生委員、社会福祉法人等が連携して相

談体制の充実に努め、介護についての疑問や悩みに応え

ていきます。 

 ⑥ 発達障がい児の早期発

見、早期支援 

◆医師、発達相談員等の専門家による療育相談、発達相談

を行い、発達障がい児の早期発見、早期支援の充実を図り

ます。 

 ⑦ 社会福祉協議会、社会

福祉法人・事業者等の

相談体制の充実 

◆市民にとって身近な相談の場となる、社会福祉協議会

をはじめ、社会福祉法人・事業者等の相談体制の充実を促

進します。 

 ⑧ 各種相談員の資質向上 ◆相談内容の多様化・複雑化に対応し、相談者のニーズに

応じた的確なアドバイスができるよう、各種相談員の資

質向上を図り、相談（見守り）活動を充実します。 

 ⑨ 民生委員・児童委員の

資質向上 

◆市民が民生委員・児童委員に相談しやすい関係を持て

るよう、また、市民の多様な相談内容に的確にアドバイス

ができるよう、研修会や講習会を充実させ、資質向上や地

域への積極的な関わりを推進します。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○一人では解決できない問題や悩み、不安などについて、身近にい

る人や相談員に相談します。 

○周囲の困っている人や家庭へ日頃から気配りをするようにしま

す。 

地域でできること 

（共助） 

○地域の住民や民生委員・児童委員、福祉委員等各種相談員が連携

しながら、地域での見守りのネットワークづくりを目指します。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○地域からの相談内容に応じて的確な支援を行うとともに、必要

に応じて専門機関等との連携を密に図ります。 

○各種団体との連携を強化します。 

 

（２）情報提供の充実 

■□現状と課題□■ 
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近年、福祉・保険制度等生活に関係する様々な制度改正等が行われ、これに伴い市や関係

機関から提供する情報は増加傾向にあります。そのような中、福祉サービスの内容をはじめ、

ボランティア・住民活動や地域の助けあい活動についての情報などを、誰もが入手でき、一

人でも多くの市民が情報を活用できるようにする必要があります。 

市では、「広報あさくち」を毎月発行するとともに、ホームページなどによる広報等を実施

しています。 

今後とも、わかりやすい広報紙やホームページでの情報発信に力を入れることはもちろん

のこと、高齢者や視力・聴力に障がいのある人への伝達手段の充実とともに、個人情報の保

護に配慮しながら、民生委員・児童委員、福祉委員や地域住民等によるきめ細かな情報提供

の体制を確立していくことが求められています。 

 

■□施策の基本方向□■ 

増加傾向にある情報について、工夫を凝らした多様な手法を用いた情報の伝達に加え、民

生委員・児童委員、福祉委員や地域住民等によるきめ細かな情報提供の体制を確立していく

ことが必要となっています。 

また、情報の内容については、子どもから高齢者、障がい者まで、情報を利用する側の視

点での工夫が求められています。 

これらを踏まえ、情報提供の充実に努めていきます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 市民のニーズに対応し

た丁寧な広報活動 

◆福祉のまちづくりや福祉施策に関する情報を市民と行

政が共有し、相互の理解を深めていくため、情報内容の充

実や情報提供の迅速化、双方向化、情報バリアフリー※（視

聴覚に障がいのある人など情報弱者への配慮）を図りな

がら、行政からのお知らせ・広報やホームページなどの多

様な媒体と手法を活用し、市民のニーズに対応した丁寧

な広報活動を充実します。 

 ② 効果的な情報提供 ◆特に視覚障がい者や聴覚障がい者などに配慮し、福祉

情報等を必要とする誰もが適切にその情報を得られるよ

う、効果的な情報提供の体制充実に努めます。 

 ③ ワンストップの窓口整

備 

◆子ども・障がい者・高齢者、それぞれのサービス資源を

把握し、異なる窓口間の連携や共通認識を図り、それぞれ

が地域で生活していくためのサービスについて、情報提

供が１箇所でできるような窓口の設置に努めます。 

 ④ 情報の取扱いのルール

化 

◆地域の福祉関係者に対して、個人情報の取扱いについ

て、研修会を実施するとともに、地域の福祉関係者による

情報の取扱いについて、当事者を含めて一定のルールを

                                                   
※バリアフリー：障壁がないこと。 
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No 項  目 内    容 

定めていきます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○市や社会福祉協議会などから提供される各種の情報について、

日頃から関心を持ちます。 

地域でできること 

（共助） 

○高齢者や障害の特性など情報利用者に配慮した情報提供に努め

ます。 

○各種ボランティア活動などの相互交流を通じて、互いの情報交

換と情報の共有化に努めます。 

市が取り組むこと 

（公助） 
○全市的な情報提供の仕組みづくりの確立に努めます。 

 

（３）福祉サービスの充実 

■□現状と課題□■ 

市では、次世代育成支援対策推進法や子ども子育て支援制度に基づき「浅口市子ども・子

育て支援事業計画」を定期的に見直し、子育て支援の推進に取り組んでいます。 

高齢者福祉では、老人福祉法、介護保険法などに基づき市が策定する「浅口市高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画」を定期的に見直し、介護保険サービス、高齢者の福祉サービ

ス、生きがいづくり等の推進に取り組んでいます。計画の推進にあたっては、市と地域包括

支援センターを中心に、関係部署・機関による緊密な連携のもと、計画を効果的、総合的に

推進しています。 

障がい者の自立支援については、「浅口市障害者計画・障害福祉計画」を定期的に見直し、

自立支援に向けた各種施策を展開しています。 

国においては、少子高齢化の進展等による年金、介護、医療等の各社会保障制度にわたっ

て、「20 世紀型制度からの転換」を目指した抜本的な見直しが進められており、福祉分野の

制度も大きく変化しています。 

こうした制度の変革への対応をはじめ、厳しい財政状況、市民ニーズの複雑化・多様化を

背景に、各計画に基づく福祉サービスの提供体制の充実を図る必要があります。 

 

■□施策の基本方向□■ 

市民が安心して暮らすためには、保健・医療・福祉等の必要なサービスが、生活圏域であ

る地域社会に整備され、しかも総合的に利用できるよう、それぞれが連携し、機能している

ことが必要です。 

このためには、市民・地域・事業者・行政が一体となってサービスを生み育て、提供する

ことが不可欠となっています。 

これらを踏まえ、充実した福祉サービスの提供に努めていきます。 
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■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 在宅福祉サービスの充

実 

◆「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「障害者基

本計画・障害福祉計画」、「子ども・子育て支援事業計画」

などの各施策により、地域住民が在宅で安心して生活で

きるよう、在宅福祉サービスの充実を図ります。 

 ② 地域密着型サービスの

充実 

◆身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサー

ビスの提供が可能となるよう、地域密着型サービスの充

実を図ります。 

 ③ サービス事業所情報の

発信 

◆公的な福祉サービスの関連情報については、媒体に応

じて市民に分かりやすい表現やデザインを工夫するとと

もに、利用者のニーズに応じたサービス事業所情報の発

信を行います。 

 ④ サービス事業者の事業

参入の促進 

◆市民が安心して福祉サービスを受けられるよう、諸制

度に基づいた連絡調整を組織的に行うとともに、民間の

サービス事業者の事業参入を促進します。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○福祉サービスに関する情報を活用するとともに、内容を正しく

理解します。 

○福祉サービスの利用に際して、事業者等の情報を有効活用し、一

人ひとりが状況に応じたサービス利用に努めます。 

〇利用するサービスについて、行政や事業所に意見や要望を積極

的に伝えます。 

地域でできること 

（共助） 

○各種福祉計画や福祉サービスの内容等についての学習機会の場

づくりに努めます。 

○各種福祉サービス事業を実施している社会福祉法人や民間事業

者に対して具体的な事業内容の説明会や体験見学の場づくりな

どに努めます。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○市民の意見や要望を聞き、質の高いサービスを提供できるよう、

社会福祉法人、民間事業者等への情報提供や指導に努めます。 

 

（４）福祉基盤の充実 

■□現状と課題□■ 

高齢者や障がい者、子どもを含めたすべての市民が住み慣れた地域で暮らすためには、生

活領域を拡大し、様々な社会参加が可能となるよう、安心して施設を利用できるようにする

とともに、移動しやすい環境整備が必要です。 

本市では、公共施設の改築時に、段差の解消や手すりの設置、多目的トイレの設置を図っ

ています。また、道路整備においても、歩道の整備等、歩行者の安全確保に努めています。 
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しかし、道路等の都市基盤、公共施設や民間施設等のバリアフリー化はまだ十分とはいえ

ず、また、公共交通機関等身近な移動手段の確保充実も重要な課題といえます。 

今後も、多くの人が利用する公共施設や道路等のバリアフリー化を更に進めるとともに、

移動が困難な方への移動手段の確保に努める必要があります。 

 

■□施策の基本方向□■ 

市内には、福祉関係施設をはじめ、教育、文化、スポーツ、コミュニティなど様々な分野

の公共施設があります。今後一層、これら既存の公共施設を地域活動や社会参加の場の拠点

として、有効活用していくことが求められます。 

また、子どもから高齢者、障がい者など誰もが安全かつ円滑に移動でき、また、活動の場

を広げ、自由な社会参加を活発化するためには、道路や交通安全施設の充実とともに、利用

しやすい移動手段を確保することが重要です。 

さらに、高齢者や障がい者がバスなどを利用する際の手助けや買い物支援等、公共交通の

充実とともに、市民の外出・移動への支援も必要となっています。 

これらを踏まえ、人に優しいまちづくりを進めていきます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① ユニバーサルデザイン※

の視点の導入 

◆地域における活動拠点の確保・充実とともに、ユニバ

ーサルデザインの視点を取り入れたまちづくりを進め

ます。 

 ② 公共施設や道路のバリ

アフリー化 

◆公共施設や道路、交差点等の段差解消、また、自転車

歩行者道の整備等のバリアフリー化に取り組みます。 

 ③ 民間施設のバリアフリ

ー化 

◆不特定多数の方が利用する民間施設について、事業者

への理解を求め、施設のバリアフリー化を促進します。 

 ④ 公共交通の検討 ◆バス、JR などの公共交通機関の充実を関係機関に求

めるとともに、交通機関の有機的連携などにより通勤・

通学者等の利便性向上を図り、高齢者や学生などの自家

用車利用が困難な市民の交通手段となる公共交通の検

討を進めます。 

 ⑤ 高齢者等の移動手段の

確保 

◆高齢者等の移動手段の確保や閉じこもり予防を推進

します。 

 

  

                                                   
※ユニバーサルデザイン：誰もが使いやすいデザイン。 
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■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○身の回りで、歩行・通行上の危険箇所等に気付いたら近隣の人や

市役所等へ知らせます。 

○バリアフリーやユニバーサルデザインの趣旨を理解するととも

に、公共施設等の利用に際しては、一人ひとりが周囲に配慮して

行動します。 

地域でできること 

（共助） 

○バリアフリーやユニバーサルデザインのまちづくりを全市的に

推進できるよう、地域としてできることを考え、行動します。 

○地域として外出・移動や買物に困っている人を助けあいます。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○公共施設や道路等のバリアフリー化を進めます。 

○バリアフリーやユニバーサルデザインについて市民への情報提

供に努めるとともに、職員一人ひとりがその必要性を十分認識

し、事業・サービスの推進に心がけます。 

○公共交通体制の充実に努めます。 

（５）健康づくり・介護予防の充実 

■□現状と課題□■ 

少子高齢化が急速に進行する中で、市民の健康に対する関心はますます高まってきており、

一人ひとりの自主的な健康づくりを支援する環境の整備が求められています。 

また、年を重ねても住み慣れた地域の中で自立した生活を送っていくことは誰もが願うこ

とです。 

市では、特定健診やがん検診を実施し、生活習慣病やがんの早期発見に努めています。ま

た、健康に関心をもってもらい行動していけるよう※「健康ポイント制度」を導入していま

す。一方、乳幼児等を対象とした食育や、高齢者を対象とした健康教室等を実施し、健康的

な生活習慣の確立にも取り組んでいます。 

介護予防の取組では、要介護状態にならないように介護予防教室等を開催しています。高

齢者自身が介護予防に対する知識や情報を得て、その必要性を理解し、地域の中で自ら進ん

で取り組めるよう事業を行っています。 

 

■□施策の基本方向□■ 

すべての人が生涯を通じてその持てる能力を発揮し、豊かな人生を送るために、健康はそ

の前提となる重要なテーマです。 

すべての人が健康であるためには、まず、自分の健康を自分で守り、つくる努力や介護予

防等に努めることが必要です。同時に、身近な人の健康と介護予防にも配慮しなくてはなり

ません。病気にかかったり、障害を持つことになっても、誰もがその人の能力や置かれてい

る状況に応じて生き生きとした生活を営むことができるような地域づくりが求められます。 

そのためには、保健医療の関係団体・機関、市民の自主活動組織、介護事業所や行政等地

域の多くの協力と行動が不可欠です。 

           
※健康ポイント制度：健診・検診の受診や健康につながる行動（運動や規則正しい生活など）をすることで、ポイント 

がたまり、楽しみながら健康づくりを行える制度。 
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■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 健康意識の向上 ◆生活習慣病の予防や早期発見・早期治療のため、今後と

も 40 歳を過ぎた人に特定健康診査を実施し、治療をし

ていない人で生活習慣病への危険性が高く生活習慣の改

善による予防が見込まれる人には特定保健指導を行い、

健康意識の向上に努めていきます。 

 ② 受診勧奨の促進 ◆がんの早期発見・早期治療のため各種がん検診を実施

していますが、受診率向上のため受診勧奨の促進に努め

ます。 

 ③ 食育の推進や健康スポ

ーツ活動の支援 

◆食育の推進や健康スポーツ等に関心を持ち、取り組む

市民が１人でも増えるように、研修や「健康ポイント制

度」の活用などによる意識改革や地域の活動を支援して

いきます。 

 ④ 日常生活の自立促進 ◆介護予防教室の充実を図り、要介護状態になるのを未

然に防ぐ事を目的に行っていきます。 

◆一人ひとりの状況に応じて日常生活の自立を図るため

に、生活支援コーディネーターの活動をはじめ効果的な

支援を行っていきます。 

 ⑤ 「かかりつけ医」の推

奨 

◆市民の誰もが身近な地域で症状に応じた適切な治療を

受けられるようにするため、日頃から「かかりつけ医」を

持つことを促していきます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○日頃から健康に気をつけ定期健診や食育・適度な運動に努めま

す。 

○かかりつけ医を持ちます。 

地域でできること 

（共助） 

○地域として健康づくりや食育、スポーツなどの学習機会や実践

の場づくり、居場所づくりなど生活支援と住民主体のサービス

の提供に努めます。 

〇地域のサロンや健康教室には、声を掛け合って積極的に参加し

ます。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○特定健康診査や各種がん検診、保健指導の充実に努めます。 

○食育指導やスポーツ活動の場の拡充などを推進します。 

○介護予防事業を推進します。 

○生活支援コーディネーターにより、地域における生活支援や介

護予防サービス等の提供体制の構築を図ります。 
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３ 「安心のまち」づくり 

（１）緊急時の支援の充実 

■□現状と課題□■ 

火災や地震等の災害発生時において、高齢者や障がい者など避難行動要支援者※は迅速な

対応が難しく、生命や身体の危険に直結するため、災害発生時の救出・救護体制、被災後の

支援体制が重視されています。 

市では、避難場所の整備をはじめ、自主防災組織の育成・支援、防災訓練の実施、災害発

生時の情報連絡体制の整備等地域での防災体制の強化を図っています。市、民生委員・児童

委員、福祉委員、町内会・自治会が連携し、災害時援助を必要とする避難行動要支援者の把

握を行い、避難行動要支援者台帳の整備に取り組んでいます。 

また、要配慮者に対する支援に必要な体制について市民、地域も含めた共助の体制づくり

も求められています。 

そのため、防災対策にあたっては、高齢化や核家族化の進行により、ひとり暮らし高齢者

や高齢者夫婦世帯が増加傾向にある中、要配慮者を意識した防災施策の推進や高齢者や障が

い者が地域での自主防災活動に参加できる仕組みづくりなどが必要です。 

 

■□施策の基本方向□■ 

火災や地震等災害発生時においては、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者はスムー

ズな対応が難しく、また、生命や身体の危険に直結するため、災害発生時の救出・救護体制、

被災後の支援体制を整える必要があります。 

また、市全体の防災対策の推進にあたっては、行政における防災施策の推進とともに、高

齢者や障がい者が暮らす地域での自主的な防災活動や支援活動との連携が重要です。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 防災ネットワークの構

築 

◆関係機関・団体等と連携し、災害時における緊急連絡体

制・緊急避難体制を整備するなど、防災ネットワークを構

築します。 

 ② 避難行動要支援者対策 ◆避難行動要支援者台帳の継続的な整備と、個別計画作

成に努めます。 

 ③ 避難行動要支援者への

理解 

◆プライバシー保護に配慮しながら、避難行動要支援者

が必要とする支援について市民の理解を求めていきま

す。 

                                                   
※避難行動要支援者：平成 25年 6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策にお 

いて特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名 

簿）の作成を義務付けることなどが規定されました。また、この改正を受け、避難行動要支援者名簿の作成・活用に 

係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成 25年 8月）が策定・公 

表されました。 
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No 項  目 内    容 

 ④ 地域住民の防災意識の

向上 

◆地域ぐるみで防災体制の充実を図るため、自主防災組

織の一層の充実を支援し、育成に努めるとともに、地域住

民の防災意識の向上に努めます。 

 ⑤ 避難場所等の周知 ◆市広報紙やホームページ等を通じ、災害時における避

難場所等の周知を図ります。 

 ⑥ 公共施設等の耐震化 ◆災害対策の拠点施設や避難施設となる公共施設等の耐

震化に努めます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○日常生活を通じ地域の人との交流を深めるとともに、地域での

見守り活動や避難訓練・防災訓練等に積極的に参加します。 

○日頃から防災に関する学習機会へ参加するなど、防災意識を強

く持ち、いざという時に正しく行動できるようにします。 

地域でできること 

（共助） 

○地域での防災訓練、避難誘導訓練等を実施し、災害時における要

配慮者等の支援体制づくりに努めます。 

○地域の実情に応じた防災マップの作成等、コミュニティを通じ

た自主防災活動に取り組みます。 

〇自主避難所の機能充実に努めます。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○関係機関との密接な連携確保とともに、地域での人材育成の支

援に努めるなど、実効性のある防災体制を確保します 

○地域防災計画等をもとに、効果的な施設整備、防災体制整備並び

に地域避難所における災害物資の支援等に努めます。 

〇非常食の備蓄配備に取り組みます。 

○消防団、自主防災組織、行政区、福祉関係者、地域住民等の協力

による避難行動要支援者への支援体制づくりを推進します。 

○防災無線、ファクシミリ、携帯電話等の活用をはじめ、ボランテ

ィアとの連携等、多様な情報伝達方法を整備します 

○保健・福祉・医療関係者との連携のもと、災害時における高齢者

や障がい者の避難生活に備えて、福祉避難所の整備、医療関係

者や介護スタッフの確保など、避難後のケアを充実させるよう

努めます。 

 

（２）権利擁護の推進 

■□現状と課題□■ 

認知症高齢者や知的障がい者の中には、財産の管理や日常生活で生じる契約等、判断が求

められる行為を行う時に、不利益を被る場合があります。こうした人たちの権利を守るため、

成年後見制度や日常生活自立支援事業があります。 

また、市は、社会福祉協議会をはじめ各種団体と連携し、児童や高齢者、障がい者などを

中心とした虐待防止や人権侵害の対応を図るため、本人や家族、地域を対象とした各種事業

を進めてきました。 

しかし、今後は、高齢化の進行に伴い、認知症高齢者が増加し、日常的な金銭管理や福祉

サービスの利用援助等に関する相談の増加が予想されます。 
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これらを踏まえ、本市においても成年後見制度や日常生活自立支援事業の推進のもと、市

民の権利擁護を充実していくことが求められます。 

 

■□施策の基本方向□■ 

急速な高齢化に伴い、ひとり暮らしや、認知症の高齢者の増加が見込まれるとともに家族

関係の希薄化が進行し身寄りのないケースも出てきています。 

また、判断能力が十分でない高齢者や障がい者の財産管理や日常生活における援助をはじ

め福祉サービスの利用に際しての支援等、権利擁護に関する支援や相談が増加しています。 

高齢者、障がい者及び児童に対する虐待の事案や相談もあることから、職員の教育・研修

や相談窓口の整備充実も必要です。 

これらを踏まえ、権利擁護の推進に努めます。 

 

■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 日常生活自立支援事業

の普及促進 

◆自らの判断能力が十分でない人などが必要とするサー

ビスを適切に利用したり、日常的な金銭管理を支援する

日常生活自立支援事業について、広く市民に対する情報

提供を進めるとともに、相談支援体制を充実するなど、分

かりやすく、利用しやすい制度の運用と普及を促進しま

す。 

 ② 成年後見制度の周知 ◆判断能力が十分でない人の財産管理や身上看護につい

て、代理権などの権限の与えられた成年後見人が本人を

法律的に保護し自立を支える成年後見制度について、そ

の内容を広く周知し、利用を支援します。 

 ③ 虐待防止ネットワーク

の確立 

◆高齢者や障がい者、子どもなどへの虐待を未然に防止

するため、虐待防止ネットワークを確立し、虐待の早期発

見・予防に取り組むとともに、虐待が発生した場合の権利

擁護を含めた問題解決のため、関係機関との緊密な連携

を推進します。 

 ④ 相談体制の充実 ◆ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）などの人権侵害

に関して気軽に相談できる窓口を設置し、関係機関と連

携しながら、総合的な相談体制の充実を図ります。また、

ＤＶ被害者の安全を確保するため、一時的な保護や自立

支援等に努めます。 

 

  



28 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護に関す

る制度内容について理解し、必要な場合には利用します。 

地域でできること 

（共助） 

○地域全体としての見守りネットワーク活動の中で、権利侵害な

どの早期発見に努め、行政や専門機関への適切な対応につない

でいきます。 

○見守り活動などを通じて、権利擁護の必要な人を発見し、相談へ

つなげられるように努めます。 

市が取り組むこと 

（公助） 
○権利擁護に関する制度の周知と相談体制の充実に努めます。 

 

（３）安全・安心な地域づくり 

■□現状と課題□■ 

市では、市民の安全意識の高揚や安全で住みよいまちづくりの実現に向けて計画的に取り

組んできていますが、多様化・巧妙化する犯罪等を未然に防止するためには、地域ぐるみで

の防犯活動の促進や警察の協力による防犯対策が必要です。 

また、市民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、交通安全意識の高揚

と交通安全施設の整備を進めてきましたが、今後とも一層の充実に努めていく必要がありま

す。 

最近、児童等を対象とした事件や事故のニュースを各地で耳にしますが、子どもの防犯に

関しては、登下校時間帯の地域による見守り活動の実施や、学校や PTA と連携を図った安

全対策に取り組んでいます。 

さらに、近年、特に問題となっている高齢者の閉じこもりや若者の引きこもり、発達障が

い児への支援、認知症対策や生活困窮者への支援等、地域ぐるみで支えあい、助けあう仕組

みづくりを早急に進めていく必要があります。 

 

■□施策の基本方向□■ 

高齢化や核家族化により、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯は増加傾向にあります。

更には、子ども世帯と同居していたとしても日中を一人で過ごしている“日中ひとり暮らし

の高齢者”、母子・父子家庭、生活困窮者、介護を必要とする人や障がい者、子育てや家族の

介護で悩んでいる人など、地域には何らかの支援を必要とする人が存在します。 

誰もが、住み慣れた地域でいつまでも、ともに暮らしていくためには、このような人たち

を的確に把握するとともに、地域をあげて支えていくため、見守りネットワークの一層の充

実や相談・援助などの包括的な支援体制づくりに努めることが必要となっており、安全・安

心な地域づくりを進めていきます。 
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■□今後の取組□■ 

No 項  目 内    容 

 ① 見守り・援助活動の推

進 

◆民生委員・児童委員、福祉委員やサービス提供事業者な

どによる見守り活動、保健師による訪問活動など見守り

ネットワークの一層の充実に努め、プライバシーに配慮

しつつ見守り・援助活動を推進します。 

 ➁ 認知症対策の充実 ◆認知症対策として、認知症サポーターの活用や高齢者

等徘徊者支援ネットワーク体制の確立と充実に努めま

す。 

 ③ 生活困窮者への支援 ◆生活困窮者に対する地域の支援体制を構築するととと

もに、生活支援相談事業や自立支援事業など相談から就

労支援、その他包括的な支援を推進します。 

 ④ 親子の居場所づくりの

充実 

◆育児で閉じこもりがちな親子の社会参加を促すため

に、民生委員・児童委員、福祉委員をはじめ関係機関と連

携し、親子の居場所づくりの充実に努めます。 

 ⑤ 発達障がい児の支援体

制づくり 

◆発達障がい児など新たな支援が必要な分野において、

その支援体制づくりに努めます。 

 

■□行動の指針□■ 

一人ひとりができること 

（自助） 

○日頃から各種制度に関する情報提供に関心を持つようにした

り、周囲との情報交換の機会を積極的に活用するなど、必要なサ

ービスを適切に利用できるようにします。 

○あいさつ、声かけ運動を積極的に実施します。 

○要援護者の把握活動に協力します。 

地域でできること 

（共助） 

○日頃から、各種制度に関する情報提供に努め、地域住民の情報交

換の場や機会を積極的に設けるなど、必要なサービスが適切に

利用できる環境づくりを整えるようにします。 

市が取り組むこと 

（公助） 

○支援の声が届くよう、地域との連携を図り、全市的な視野から早

期発見・早期対応のネットワークづくりを進めます。 

○様々な媒体や機会を利用しながら、各種福祉制度や人権等に関

わる周知を図っていきます。 

○民生委員・児童委員等への各種研修の実施や、活動の手引を作成

するなど、民生委員・児童委員等におけるニーズ把握活動を支援

します。 

○誰もが安心かつ安全な日常生活を送ることができるよう支援し

ていきます。 
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第５章 計画推進のために 
 

１ 協働体制の確立 

計画に基づく施策を推進していくためには、市民、ボランティア、社会福祉協議会、行政

等がお互いに連携し、それぞれの役割を果たしながら一体となって、総合的、長期的な視点

から各目標に取り組み、協力・協働して活動を推進することが重要です。このため、次のよ

うな協働体制の確立を目指します。 

 

（１）地域住民の役割 

地域住民一人ひとりが、福祉に対する意識や認識を高め、地域社会の構成員の一員である

ことの自覚をもち、地域福祉の担い手として自らボランティアなどの社会活動に積極的かつ

主体的に参加し、ある時は隣近所と協力し、事業者からの情報、サービスの提供を受けなが

ら目標に向かって取り組んでいくことが求められます。 

 

（２）社会福祉協議会の役割 

地域福祉を推進していくことを目的とする団体として設置されている社会福祉協議会は、

地域の実情を把握し、市民とともに地域課題に取り組む組織です。市社会福祉協議会では、

本計画と連携した地域福祉活動計画も策定されており、両計画は地域福祉の推進という同じ

目的を持つものであり、その実現のためには密接な連携を図らなければなりません。 

社会福祉協議会は、総合的な相談事業、ボランティア活動、福祉委員活動の推進、福祉意

識の啓発、人材育成、小地域ネットワーク活動※、地域の実情に応じたサービスや支援等を、

今後更に地域に密着し活動を行っていくことが期待されており、「共助」のための福祉組織づ

くりを推進し、地域力の向上に寄与していくことが求められます。 

 

（３）行政の役割 

地域福祉の推進にあたって、行政には市民の福祉の向上を目指して福祉施策を総合的に推

進する「公助」としての責務があります。それを果たすために、地域福祉を推進する市社会

福祉協議会や町内会・自治会、民生委員・児童委員、福祉委員、ボランティア団体などと相

互に連携、協力を図るとともに、市民のニーズの把握と地域の特性に配慮した施策の推進に

努めます。 

さらに、地域福祉への住民参加を促進し、地域福祉活動拠点の整備に関する支援や情報提

供の充実に努めます。  

                                                   
※小地域ネットワーク活動：町内会や近隣など小地域を単位として要援護者一人ひとりに近隣の人びとが見守り活動や 

援助活動を展開するもの。 
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（４）社会福祉法人の役割 

社会福祉法人には、幅広い社会福祉の専門機能を有しており福祉サービスの拠点としての

役割を期待します。 

 

（５）民生委員・児童委員の役割 

民生委員・児童委員には、地域福祉活動の担い手となることを期待します。 

 

２ 計画の広報 

本計画を推進するためには、市民や関係機関・関係団体等に計画とそれに基づく取組を周

知することが大切です。 

市民一人ひとりが福祉への関心の有無に関わらず、必要な情報を得ることができ、正しい

知識や行動がとれるよう効果的な情報発信を行います。 

 

３ 計画の点検・評価 

計画を推進していくために、本計画の施策について、実施状況の点検や評価を行い、必要

な場合は、取組内容の見直しを行っていきます。 

また、本計画は地域の多様なニーズに幅広く対応するため各関係機関の連携が必要なこと

から、行政はその総合的な把握に努めるとともに、庁内担当課は各施策の進捗状況を把握し、

庁内関係部署と連携を図りながら、施策を推進します。 

さらに、本計画の実施状況に係る情報を、広く市民に周知していくため、市の広報紙やホ

ームページ等、様々な媒体を活用してきめ細かな情報提供に努めます。 
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資料編 
 

１ 市の現状 

（１）人口の動向 

我が国の人口は既に人口減少段階に移っており、2050 年頃には約 9,000 万人程度まで

減少し、人口構造においては超高齢社会になっていると予想されています。 

本市においては、国勢調査結果によると、総人口は減少傾向で推移しており、平成 27

（2015）年には 34,235 人となっています。 

平成 27（2015）年の高齢化比率は 34.9%となっており、全国平均の 26.6%、県平均の

28.7%を上回り、また、年少人口比率は 11.5％となっており、全国平均の 12.6%、県平均

の 13.1%を下回り、少子高齢化・人口減少が進んでいます。 

一方、世帯数は、核家族化、世帯の多様化により増加傾向にあります。 

 

 

 

 

  

【年齢３区分別人口と世帯の推移】 

※総人口には年齢不詳を含む。 資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 

   総人口には年齢不詳を含む。 
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本市の人口構造の変化を人口ピラミッドでみると、この 15 年間で 65 歳以上の層が厚く

なり、それ以下の年代、特に 30 歳未満の年代で人口の減少が顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人 

資料：国勢調査 

【人口ピラミッド】 
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（２）子どもや子育て家庭の状況 

保育園及びこども園（保育利用）の園児数は、近年やや増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園及びこども園（教育利用）の園児数は、減少しています。 
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【幼稚園及びこども園（教育利用）の園児数の推移】 

資料：こども未来課 
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園は平成 26、27 年度は資料無の為係数外 

22 29 27
48 53

151 142

105

106
81

157 165

126

136

104

330 336

258

290

238

0

50

100

150

200

250

300

350

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

3歳 4歳 5歳



資料編 

35 

 

放課後児童クラブの入所者数は、近年、増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の児童数は、減少傾向にあります。 
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資料：こども未来課 

【小学校の児童数の推移】 
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中学校の生徒数は、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）障がい者の状況 

身体障害者手帳所持者は減少傾向、療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者はや

や増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【中学校の生徒数の推移】 

資料：学校基本調査 
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資料：社会福祉課 
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250 276 303 311 345 315

240 273 297 307 300 309

374 373 392 399 396 434

295 300
297 300 307 299

229
234

230 226 258 239289
320 308 287

311 326240
223 239 235 185 196
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グラフタイトル

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（４）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、平成 24（2012）年から平成 29（2017）年にかけて、

増加しており、主に要支援１・２、要介護１の認定者数の伸びが高くなっています。 

 

【要介護度別認定者数の推移】 

                                         単位：人、％ 

 2012 
（平成 24）年 

2013 
（平成 25）年 

2014 
（平成 26）年 

2015 
（平成 27）年 

2016 
（平成 28）年 

2017 
（平成 29）年 

要支援１ 250 13.0 276 13.8 303 14.7 311 15.1 345 16.4 315 14.9 

要支援２ 240 12.5 273 13.7 297 14.4 307 14.9 300 14.3 309 14.6 

要介護１ 374 19.5 373 18.7 392 19.0 399 19.3 396 18.8 434 20.5 

要介護２ 295 15.4 300 15.0 297 14.4 300 14.5 307 14.6 299 14.1 

要介護３ 229 11.9 234 11.7 230 11.1 226 10.9 258 12.3 239 11.3 

要介護４ 289 15.1 320 16.0 308 14.9 287 13.9 311 14.8 326 15.4 

要介護５ 240 12.5 223 11.2 239 11.6 235 11.4 185 8.8 196 9.3 

合 計 1,917 100.0 1,999 100.0 2,066 100.0 2,065 100.0 2,102 100.0 2,118 100.1 

※四捨五入の関係で各数値の合計が 100.0％にならない箇所がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

資料：厚生労働省介護保険事業状況報告（月報及び年報） 

（人） 【要介護度別認定者数の推移】 
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（５）生活保護受給者等の状況 

生活保護受給世帯は、ほぼ横ばいの傾向、生活保護受給人数は微増の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当対象世帯数は、ほぼ横ばいの傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生活保護受給者の推移】 

資料：社会福祉課 
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（６）地域活動の状況 

自治会加入世帯数及び加入率は、やや減少の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人クラブ加入者数及び加入率は、減少の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【自治会加入状況の推移】 

資料：市保健福祉課 
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81.0% 80.4% 79.6%
78.5%

77.9%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

加入世帯数 加入率

世帯 率

【老人クラブ加入状況の推移】 

資料：住民基本台帳 

5,032 5,036 
4,912 4,922 4,866 

34.4% 34.4%

33.5% 33.6% 33.2%

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%
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37.0%

38.0%
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5,000

5,500

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

加入者数 加入率

人 率

資料：社会福祉協議会 
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ボランティア団体所属人数は減少傾向ですが、個人のボランティアは増加の傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ボランティアの状況の推移】 

資料：社会福祉協議会 
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２ 市民のニーズ（アンケート調査による） 
福祉の総合的な取組を示す市の「地域福祉計画」を策定するにあたり、市民の皆様の「地域福

祉」に関するご意見をお聴きし、今後の計画づくりに反映することを目的として。「地域福祉計

画策定のためのアンケート」を平成 30（2018）年９月に実施しました。 

 

調査対象 調査対象者数 抽出方法・調査方法 回収数 回収率 

市内にお住ま
いの18歳以上
の方 

2,000 人 
無作為抽出 
郵送による調査票の
配布・回収 

862 43.1% 

 

（１）福祉への関心 

「福祉」への関心については、「やや関心がある」が 49.4%と最も高く、次いで、「とても関

心がある」が 29.8%、「あまり関心がない」が 14.4%、「まったく関心がない」が 1.4%となっ

ています。また、「とても関心がある」と「やや関心がある」をあわせた「福祉に関心がある」

方は 79.2%となっており、約８割の方が「福祉に関心がある」という結果になっています。一

方、「あまり関心がない」と「まったく関心がない」をあわせた「福祉に関心がない」方は 15.8％

となっています。 

性別でみると、「福祉に関心がある」は男性が 75.6%、女性が 81.8%となっており、わずか

に女性のほうが高くなっています。 

年齢別でみると、「福祉に関心がある」は年齢が高くなると割合が高くなる傾向があり、50 歳

以上では８割を上回っていますが、50 歳未満では約７割となっています。 

地区別では、どの地区においても福祉に関心がある人が約 8割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.8%

30.1%

29.3%

14.1%

18.8%

26.6%

38.4%

45.0%

35.4%

27.7%

23.3%

49.4%

45.5%

52.5%

51.8%

52.4%

56.4%

45.1%

42.3%

43.5%

52.7%

54.3%

14.4%

19.7%

10.9%

25.9%

17.8%

12.2%

13.4%

8.1%

14.9%

13.3%

17.8%

1.4%

2.5%

0.6%

3.5%

2.9%

0.5%

0.9%

1.6%

0.7%

2.3%

5.0%

2.2%

6.7%

4.7%

8.2%

4.3%

2.2%

4.7%

4.5%

5.6%

2.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（N=862）

男性（n=356）

女性（n=495）

18～29歳（n=85）

30～49歳（n=208）

50～64歳（n=188）

65～74歳（n=224）

75歳以上（n=149）

金光（n=308）

鴨方（n=412）

寄島（n=129）

とても関心がある やや関心がある あまり関心がない まったく関心がない 無回答

性

別

年

齢

層

地

区

【福祉への関心】 
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（２）福祉による支援のあり方 

「福祉」による支援は、どのようにあるべきかについては、「行政と住民が協力しながら、地

域で支えあうべき」が 55.5%と最も高く、次いで、「国や県、市町村といった行政の責任で支え

るべき」が 36.5%、「家族や親戚が支えるべき」が 1.9%、「その他」が 1.5%となっています。 

性別でみると、男女ともに「行政と住民が協力しながら、地域で支えあうべき」が最も高くな

っています。 

年齢別でみると、すべての年代で「行政と住民が協力しながら、地域で支えあうべき」が最も

高くなっています。50 歳未満では「国や県、市町村といった行政の責任で支えるべき」が 50

歳以上より高くなっています。 

地区別でみると、すべての地区で「福祉を身近に感じないから」が最も高くなっています。寄

島では「国や県、市町村といった行政の責任で支えるべき」が他の地域より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【福祉による支援のあり方】 

36.5%

41.6%

32.7%

43.5%

40.9%

32.4%

33.0%

35.6%

37.3%

33.3%

44.2%

55.5%

50.3%

59.6%

52.9%

50.5%

58.5%

60.3%

54.4%

56.5%

58.0%

48.1%

1.9%

2.5%

1.2%

2.9%

1.6%

2.7%

0.7%

1.0%

2.4%

0.8%

1.5%

2.2%

1.0%

1.9%

2.7%

0.9%

1.3%

1.3%

1.9%

0.8%

4.6%

3.4%

5.5%

3.5%

3.8%

4.8%

3.1%

8.1%

3.9%

4.4%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（N=862）

男性（n=356）

女性（n=495）

18～29歳（n=85）

30～49歳（n=208）

50～64歳（n=188）

65～74歳（n=224）

75歳以上（n=149）

金光（n=308）

鴨方（n=412）

寄島（n=129）

国や県、市町村といった行政の責任で支えるべき 行政と住民が協力しながら、地域で支え合うべき

家族や親戚が支えるべき その他

無回答

性

別

年

齢

層

地

区

行政と住民が協力しながら、地域で支えあうべき 

その他 その他 
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（３）福祉への理解を深めるために 

「福祉」について理解を深めるためには、どのような機会が必要だと思うかについては、「福

祉の制度、支援の内容、理念や考え方などについて学ぶこと」が 64.0%と最も高く、次いで、

「介護を必要とする人やその家族などの話を聞いたり、交流したりすること」が 45.2%、「市民

が地域の福祉についての課題を気軽に話し合うこと」が 42.1%、「様々な環境にある子どもた

ちの課題を知ること」が 32.9%などとなっています。 

性別でみると、男女ともに「福祉の制度、支援の内容、理念や考え方などについて学ぶこと」

が最も高くなっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「福祉の制度、支援の内容、理念や考え方などについて学ぶ

こと」が最も高くなっています。また、50 歳未満では「様々な環境にある子どもたちの課題を

知ること」が 50 歳以上に比べて高くなっています。 

地区別でみると、いずれの地区も「福祉の制度、支援の内容、理念や考え方などについて学ぶ

こと」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉への理解を深めるために】 

64.0% 20.1% 45.2% 14.7% 42.1% 14.6% 32.9% 2.9% 2.8%

66.0% 18.0% 40.4% 11.2% 43.8% 13.2% 27.5% 3.7% 3.9%

63.0% 21.4% 48.5% 17.2% 41.0% 15.4% 37.0% 2.4% 2.0%

64.7% 23.5% 43.5% 18.8% 23.5% 9.4% 45.9% 2.4% 1.2%

63.0% 21.2% 38.9% 18.8% 38.5% 13.5% 46.6% 3.8% 2.9%

68.6% 20.2% 48.9% 19.1% 41.5% 19.1% 28.2% 2.7% 3.2%

62.9% 17.0% 44.6% 8.0% 50.0% 13.4% 27.7% 3.6% 3.1%

61.1% 20.8% 50.3% 11.4% 46.3% 15.4% 20.8% 1.3% 2.7%

66.6% 21.1% 45.8% 13.3% 41.6% 15.9% 31.8% 3.2% 2.3%

62.9% 20.1% 45.4% 17.7% 44.2% 14.3% 34.2% 2.7% 2.9%

62.8% 17.8% 42.6% 9.3% 38.0% 12.4% 31.8% 3.1% 3.9%
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（４）地域における支えあい、助けあい活動を活発化するために必要なこと 

地域における支えあい、助けあい活動を活発化するために必要なことについては、「地域に住

む人同士が互いに理解し合い、助けあおうという意識を深める」が 41.2%と最も高く、次いで、

「住民自らが日頃から地域のつながりを持つように心がける」が 39.3%、「助けあい・支えあい

活動に対する、行政の支援を充実させる」が 24.8%、「学校教育や社会教育での福祉教育を充実

させる」が 20.0%などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地域における支えあい、助けあい活動を活発化するために必要なこと】 

41.2% 

39.3% 

24.8% 

20.0% 

18.2% 

17.5% 

16.0% 

15.7% 

9.5% 

8.1% 

6.5% 

5.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 

地域に住む人同士が互いに理解しあい、助けあうという意義を深める 

住民自らが日頃から地域のつながりを持つように心がける 

支えあい・助けあい活動に対する、行政の支援を充実させる 

学校教育や社会教育での福祉教育を充実させる 

自治会が中心となって住民同士の交流などの地域活動を積極的に実施する 

困っている人と助けることのできる人をつなぐ人材を育成する 

地域における福祉活動の意義と重要性をもっと PR 

支えあい・助けあい活動に対する、自治会や福祉協議会などの団体からの側面的支援を充実させる 

リーダーや福祉活動に携わる人を養成する 

福祉活動を行う組織をつくる 

ボランティア活動の方法などに関する研修を行う 

特にない 
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（５）地域における生活上の課題 

日々の生活で困っていること、悩みや不安を感じていることはあるかについては、「特にない」

が 34.5%と最も高く、次いで、「庭・田畑の管理（草刈など）ができない」が 15.7%、「買い

物や通院などの外出が不便」が 14.2%、「運動する場所や機会の不足」が 13.0%、「収入が少

なく生活に困窮している」が 11.8%、「力仕事（家具の移動など）ができない」が 10.7％など

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

【地域における生活上の課題】 

34.5%

15.7%

14.2%

13.0%

11.8%

10.7%

9.7%

6.7%

6.5%

6.3%

5.7%

4.6%

3.9%

3.5%

3.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

特にない

庭・田畑の管理（草刈りなど）ができない

買い物や通院などの外出が不便

運動する場所や機会の不足

収入が少なく生活に困窮している

力仕事（家具の移動など）ができない

話し相手・遊び相手が少ない

機械類・電化製品の使い方や修理方法がわからない

生涯学習などの場所や機会の不足

様々な悩みを相談する相手がいない

子育てのこと

安定して職に就けない

近所付き合いがうまくいかない

家事（炊事・洗濯など）ができない

ゴミ出しが困難
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（６）困ったことがある時の相談相手 

日々の生活で困ったことがある時、どこ（誰）に相談しているかについては、「家族」が 76.7%

と最も高く、次いで、「友人・知人」が 42.6%、「親戚」が 24.2%、「相談していない」が 10.3%、

「病院の医師・看護婦」が 7.1%などとなっています。 

性別でみると、男女ともに「家族」が最も高く、女性（81.8%）が男性（70.8%）を上回っ

ており、８割を超えています。 

年齢別でみると、すべての年代で「家族」が最も高くなっています。また、「家族」、「友人・

知人」はすべての年代で高くなっていますが、年代が高くなるほど比率が低くなる傾向があり、

18～29 歳と 75 歳以上では約２割の差が見られます。 

地区別でみると、地区間での大きな違いは見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【困ったことがある時の相談相手】 

76.7% 24.2% 42.6% 6.3% 0.7% 1.5% 1.0% 2.0% 7.1% 4.3% 1.5%10.3% 1.6%

70.8% 25.8% 34.0% 6.2% 1.1% 2.0% 0.8% 1.1% 7.6% 5.1%
1.7%

15.2% 0.6%

81.8% 23.0% 48.9% 6.3% 0.4% 1.2% 1.2% 2.6%
6.5%

3.4%
1.2% 6.7%

2.4%

87.1% 12.9% 63.5% 4.7% 2.4% 2.4% 8.2%

82.2% 19.2% 51.9% 2.9% 0.5% 1.0%
6.3%

4.8% 2.9%
1.4%

10.6% 2.9%

75.5% 23.4% 41.5% 3.2% 0.5% 1.1% 4.8% 3.2%
1.1%

10.1% 1.1%

70.1% 25.9% 36.6% 10.3% 0.9% 1.8% 0.4% 8.0% 5.8%
1.3%

11.6% 1.8%

76.5% 35.6% 28.9% 12.8% 2.0% 5.4% 2.7% 13.4% 6.7%
1.3%

9.4% 1.3%

78.2% 24.0% 43.5% 5.5% 0.3% 2.3% 1.3% 1.3% 8.1% 2.6%
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76.9% 24.8% 43.0% 5.3% 0.7% 1.0% 0.7% 2.7%7.3% 4.6%
1.2%

10.9% 1.7%

75.2% 22.5% 41.1% 10.9% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
3.1%

6.2%
0.8%

8.5% 2.3%
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（７）災害が起きた時、誰を頼りにするか 

災害が起きた時、誰を頼りにするかについては、「家族・親戚」が 87.9%と最も高く、次い

で、「近所の人」が 36.2%、「行政（市役所・消防署・警察署等）」が 32.7%、「友人・知人」

が 28.5%、「消防団」が 11.1%などとなっています。 

性別でみると、男女ともに「家族・親戚」が最も高くなっており、女性では９割を超えていま

す。 

年齢別でみると、すべての年代で「家族・親戚」が最も高くなっています。また、年代が上が

るにつれて「近所の人」が高くなり、「友人・知人」が低くなる傾向があります。 

地区別でみると、地区間での大きな違いは見られませんでした。 

 

 

 

 

  

【災害が起きた時、誰を頼りにするか】 

87.9% 36.2% 28.5%

8.1% 1.5%

32.7%

1.6% 11.1% 1.3% 3.4%

84.3% 35.1% 28.9%
8.1% 2.0%

32.0%
1.4% 12.1% 1.4% 5.1%

91.1% 36.8% 28.1%
8.1% 1.2%

33.3%

1.8% 10.7% 1.2% 2.0%

94.1% 16.5% 44.7%

2.4% 1.2%

32.9%

14.1% 1.2%

89.9% 24.0% 31.3%
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（８）福祉について知りたい情報 

福祉についてどのような情報を知りたいかについては、「高齢者や障がい者についての福祉サ

ービスの情報」が 35.2%と最も高く、次いで、「福祉や健康全般についての相談窓口の情報」

が 34.0%、「介護保険や福祉に係る事業所等の福祉サービスの情報」が 26.8%、「介護保険制

度についての情報」が 21.8%、「子育てについての福祉サービスの情報」が 17.4%などとなっ

ています。 

性別でみると、男女ともに「高齢者や障がい者についての福祉サービスの情報」が最も高くな

っています。 

年齢別でみると、18～29 歳では「福祉や健康全般についての相談窓口の情報」が最も高く、

50 歳以上では「高齢者や障がい者についての福祉サービスの情報」が最も高くなっています。

また、18～49 歳では「子育てについての福祉サービスの情報」が４割前後と他の年代と比較

して高く、30～49 歳では最も高いものとなっています。 

地区別でみると、金光、鴨方では「高齢者や障がい者についての福祉サービスの情報」が最も

高く、寄島では「福祉や健康全般についての相談窓口の情報」が最も高くなっています。 
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（９）どのような福祉のあり方が大切か 

住みなれた地域で安心して生活していくためには、特にどのような福祉のあり方が大切だと

思うかについては、「在宅福祉サービスの充実」が 36.2%と最も高く、次いで、「身近なところ

での相談窓口の充実」が 35.3%、「施設サービスの充実」が 35.2%、「手当など、個人や家族

に対する経済的な援助の充実」が 33.8％、「地域住民がともに支えあい、助けあえる地域づく

りの推進」が 23.3%、「気軽に集まれる場の充実」が 23.1％などとなっています。 
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３ 市民ワールドカフェ 

（１）実施の目的 

市民ワールドカフェ※は、浅口市地域福祉計画のビジョン作成にむけて、市民の描く地域福祉

の将来像等を導き出すことを目的に、「いつまでも住み続けられる地域づくり作成会議」として

実施しました。 

（２）参加者 

参加者は次のとおりです。 

浅口市市民・団体等代表者等 30 名程度 4グループでの実施 

（３）実施主体 

浅口市健康福祉部社会福祉課 

（４）実施日 

平成 30 年 11月 19 日(月)、12 月５日(水)、いずれも午後７時〜９時 

（５）会場 

浅口市健康福祉センター 

 

 社会福祉課・コンサル 参加者 

①ワールドカフェの準備 本マニュアルに基づき必要資料
や資材を準備します。 

 

②場所の確保と参加者募集 社会福祉課が全体スケジュー
ルを管理します。 
参加者の募集を行います。 

参加表明 

③ワールドカフェの実施   

 ・あいさつ（趣旨説明） 社会福祉課から趣旨を説明しま
す。 

 

 ・ワールドカフェの進め方 
説明 

コンサルがワールドカフェの進
め方の説明を行います。 

着席したまま説明を聞きま
す。 
班分け 

 ・ワールドカフェの実施 内容については後述する段取り
で進めます。 

グループに分かれ、3 ラウン
ドで意見を出し合います。 
カフェオーナーに発表しても
らいます。 

 ・発表会の実施 カフェオーナーが発表。 グループの発表をします。 

 ・総括と成果物の回収 発表で聞いたことから総括を
し、参加者にお礼を言います。
成果物を回収します。 

時間が来たら退席・解散しま
す。 
個人の感想を付箋で提出い
ただきます。 

                                                   
※ワールドカフェ：カフェで会話するように、リラックスして語り合う会議。 

【ワールドカフェの全体フロー】 
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（６）実施内容 

① テーマ 「地域の普段見えていない困りごとの見える化」（11月 19 日） 

実際に地域で支えるべき人をイメージし、「よくある事例、支える必要がある事例」を想像し

ながら、困りごとを出し合いました。 

キーワードは、ひとり暮らしの高齢者、ひとり親世帯、ダブルケアラー(子育てしながら介護

する人)、認知症、引きこもり、障がい者、外国人、知り合いがいない人、食事、買い物、お風

呂、通院、火事・ゲリラ豪雨・地震・大雪・台風・災害、緊急時では急病・徘徊などをイメージ

して。 

 

➁ テーマ 「困りごとの解決策」（12 月５日） 

この回の視点は、困りごとに対して、自分はこんなことができる。周りの人や地域、行政にこ

んなことをしてもらいたい。などを可能なかぎりケースごとに整理しました。 

◆自分はこんなことができる 

◆周りの人や地域はこんなことができる 

◆行政にこんなことをしてもらいたい 

◆その他解決策があれば 

 

③ 会議内容(各グループの記入した模造紙から) 

 

[Ａグループ] 

[検討するべき事項] 

・問題のある人ほど、人付き合いをされない、できない。組合離れ。 

・今ある集いの場に参加しない（サロンなど、男の人は参加しにくいのかな？） 

・精神障がいのある方の作業所へ行くこと自体ためらいがあり、集められない、名乗りにくい 

・相談相手、キーパーソンがいない状態がキツイ、＊話せる人がいれば、一人でも大丈夫、    

楽→誰にやってもらうかが問題（地域内など） 

（↳町内会、サロン、消防団など…地域活動、運営の後継者  づくりが大変） 

↳（消防団は有事で出払っている） 

・買い物難民の存在 

・ふれあい号の情報 

・高齢者の免許証の返納について 

・ゴミステーションの使用について 

・企業誘致 

・子育て支援サービス 

→（地域の良さ、浅口市の PR） 

・避難所が遠い、少ない 

・障がいのある方や高齢者など介護が必要な方の避難行動の問題 

・企業、病院、私立学校等も支援、協力を、（市の準備している分では足りない） 

・消防団は有事に出払っている 
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→高齢者の OBが大変の中動く 

・近所付き合いの大切さ 

・犬、猫の糞尿被害 

・町内会、サロン、消防団などの地域活動、運営の後継者づくりが大変 

→これから生産労働が減ってくるなか…地域への負担増 

↳行政と地域の役割のすみわけは…？ 

→近隣自治体との連携 

→町内会費、お花代…たくさんかかる 

→都度支払うことへの不満（集めるのも大変） 

[解決策] 

→偏見、世間の目などが顕著にあるのかもしれない。 

・知識のなさ、施設の場所（偏見の助長）が問題。 

・“公”“共”障がい者への理解が足りない。 

・市で障がい者の雇用を促進する。 

・“公”“共”障がい者を交えて話し合いをする。 

・“共”バリアフリーも考えて、若い人も誘って中間づくりを進める。 

・“公”共“高校生もまじってボランテイアをつくる。 

・“講”の再開（現代版の念仏講） 

・子どものうちからの福祉への理解 

   障がい者の立場になれるよう体験させてあげる 

   お年寄りのゴミ出しボランティア 

・障害を持つこと、年を取ることが恐れにならないように 

・どんなふうになっても、安心して住み続けられる地域にしていく 

・「コミュニティスクール」→地域と学校が繋がっていく仕組みをつくる 

・高齢者にも使えるインターネットサービス 

  “公”委託、補助 

・みなサポについて 

   広報と増員 

・ドローンの活用 

・コンビニの宅配 

・移動販売車の充実 

・“共”自主防災組織の充実、人材確保、防災訓練、見直しも必要 

・“公”“共”防災無線の復活 

・“自”近所同士の声掛け 

・人材の情報 無償でないボランティアの仕組み 

・地域の清掃、美化 
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[Ｂグループ] 

[検討するべき事項] 

・各団体・組織で合同の行事を行う 計画→実行→反省（提案） 

・高齢者が家から出なくなったので、どうしたら外出してくれるかを皆で考えたら、会いに出てく

ださった 

・近所付き合い、つながりがない 

・寄島は、バスの便がなくて部活の高校生達は大変困っている。自転車では危ない 

・寄島から里庄に向かい、鴨方に向いていない 

・車に乗れない高齢者はどうすればよいか 

・自主防災組織をつくったが、７月の豪雨で自主防災が機能しなかった 

・防災組織と社協との連携があまりできていないためであると思う 

・要支援者の名簿があれば支援できたのに… 

  代表者が集まり会議するなどが考えられる 

  何年間で１回では対応がむつかしい 

・役員が２年交代で総入れ替えになり引継が出来ない 

・長いこと役を続けていると、新しいことを取り入れることが出来ない組織になっていることも

問題 

・役の分担が必要で、みんなで取り組まないと、会長が亡くなったら何も分からない状態になって

しまっている 

・現在は７０歳まで働かなければなくなり、役は７０歳過ぎでないとできない状態 

・役の交代は半分交代すればよい 

・浅口市は PRがへた（良いところがいっぱいある） 

・浅口市は、気候が温暖で、海あり、山あり、住みやすい、また中国地方では４番目に注目されて

いるし、住みやすい“まち”にランキングされている 

・市の皆さんに周知してもらいたいと思う、市内外に PRして知らせる 

・市民が自ら外部の人達に語るようにしよう 

・組合がなくなったり、人がいなくなったり、組合に入らない人がいる 

・地区の役員の負担が多い 

・若い人が、どうしたら入ってくれるか 

[解決策] 

・１回出てきたら、その後出てくるようになった 

・世代間交流をしたらスムースになってきた 

・役などの問題は将来的に 

・創意工夫 

・考え実行する 

・“講”の再開 

・老人という言葉をなるべく使わない 

・浅口市は高齢者が元気だ、高齢化率が高くても困らない 

・行政は高齢者と決めつけない 

・みなサポ※の増員 みなサポの PRがなされていない 

                                                   
※みなサポ：養成講座を受講し、登録した地域の元気な 18歳以上の方が「サポーター」としてひとり暮らし高齢者や高 

齢者世帯の軽微な生活援助や見守り活動を行っています。 
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[Ｄグループ] 

[検討するべき事項] 

・中国人がたくさんいる 不安な面もある、交流の場も必要か、もっと仲良くなれるのに 

・男性の地域の参加が少ない 消防署、祭り 

・飲みにケーションも大切 

↳地域の 20代がいない→若い人の働く所がない 

・発達障害、保健室登校、不登校 

・引きこもりの親（とても悩んでいる） 当事者のつながり、話を聞いて欲しい 

原因（個別）、支援（むつかしい） 

・お金 親の年金→亡くなったら→保護 

・大人の発達障害の方への支援 

・認知症 

   家族がいると→イラン世話 

   地域の支援がしにくい 

   SOSが出れば手伝えるのか 

・一人暮らし（隣居）でも安心して過ごせるまちにして欲しい 

・若い世代は、困った時どうすればいいのかという答えを持っていない 

   （誰に相談すればいいのか） 

・若い世代に民生委員の存在が浸透していない 

・子育て世代は働いている人が多く、地域の行事が日曜日の場合は参加しにくい 

   日曜日は、子どもや家族と過ごしたいが、地域とも繋がりたいという葛藤がある 

・寄島、鴨方間のバスの便がほとんどなく不便 

・若い人の働く所が少ない （地域に 20代がいない） 

・防災無線の音が聞こえにくい（寄島） 

   ↳他町ではない、欲しいと思っている 

・街灯が切れているところが多い（寄島） 

・災害時のサイレンが聞こえない（金光） 

・火事などの連絡（深夜）が早く来るようにならないか 

・消防署のエリアが市内で違う 

・野良猫が多い 

・犬の糞が多い 

・組合、町内会の再編成 

・町内会に属さない人が多すぎる グループをつくる、呼びかける（参加してくれと） 

[解決策] 

・地域に参加できない理由 

   年寄りが口うるさい 

   世代間の理解、認め合う 

・人口の減少 

   祭り、行事→他地区からの応援で成り立っている 

・当事者のつながり 

   すき間 

・「ワンステップ」 
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   （行）定義 

   相談先がない、居場所がない、 

・当事者、親が抱え込まない 

・日曜日でなく土曜日ではどうですか、参加しやすい 

・災害情報をリアルタイムに知りたい 

・日頃の点検活動が必要（防災無線、サイレン）→コミュニケーション活動にもなる 

・野良猫にえさを与えない 

・犬の糞（飼い主の自覚、被害を受けたことを言う） 

→地区で声を出す 

・散歩道をきれいにしたら糞が減った 自分の犬だけでなく、他人の糞まで始末するようになっ

た 

   捨てる人が始末するようになった 
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 [Ｅグループ] 

[検討するべき事項] 

・外国人が夜に徘徊している（特に男性）（水産業の加工の研修で中国人が来ている） 

↳一軒家を借りて住んでいる→空き家対策になっているのか、地域との付き合いがない 

↳浅口市はどういう人を入れる体制を整えているのか分からない 

↳暮らしのルール 

↳地域の組織に加入していないが、ゴミステーションには捨てられる 

・移住者への受け入れ体制が不足している→お金が必要な場合がある 

・引っ越ししてきた人への対応が不十分 

・認知症の高齢者が増えている 

→リスクの管理ができない 

→居場所が分からないと大変 

・障がいのある方への偏見 

→引きこもりの原因になっている 

   情報公開が不足している（認知症があるのに） 

・大人の発達障がい者への支援がない 

   相談場所もない 

・発達障がい児への対応（周囲の人達、人材バンク※） 

・ひとり親世帯の人が子供を預けられない（仕事の日以外は預けられない） 

→リフレッシュへのサポート体制がない 

↳市外に行っている場合があるが、金光は、くらしき、寄島、鴨方は？ 

・バスの本数がすくない 

・車がないと生活しづらい 

・買い物をする物をもって帰れない 

・薪でしか沸かせない五右衛門風呂の家庭の人は、風呂に入れない 

・ゴミステーションが遠い 

・生活支援サポーター（みなサポ）の周知が足りていない 

 みなサポは、18歳以上の方なら講座を受ければ、または 3回中 2回受ければなれる 

→対象者が限られている 

・お弁当の配達サービスを増やしてほしい 

・家族と同居していて、昼間独居人のフォローがしきれていない 

・高齢者は復旧作業が出来ない 

・高齢者は避難できない 

・高齢者は避難場所に行けない 

・発達障がいのある子の避難場所は？ 

・高齢者を収容できない 

・身寄りがない人（近所と繋がっていない人）は、有事の時何処に頼ればいいのか 

・災害の情報や対策が全く不十分 

・災害時に中学生が活躍できる体制つくり 

・全体的に集う場所がない 

                                                   
※人材バンク：障がい者を支援する意思のある人を登録し活用する制度。 



資料編 

57 

 

・情報がある場所がない 

→常駐型拠点が必要 

・世代間の交流が少ないため、ギャップがある 

→情報公開が足りなさすぎる 

・家族間のトラブルが多い 

→JRC（ジュニアレッドクラブ）みたいな、みんなで支え合って暮らしていける体制つくりが

不足している 

・地域と子供たちが繋がる仕組み 

・NPOが少ない 

[解決策] 

（障がいのある方への偏見） 

→日頃の気持ち、心がけ 

（引きこもりの原因になっている） 

   →病気や障がいになりたくないじゃなくて、なったら頼むよ 

    ↳こういうワークにも参加してもらいたい 

→市の方も垣根をなくして、課を超えた対応をして欲しい 

・24時間体制で相談できる場所 

・大人の発達障害の原因？ 

・子どもが成長する過程でのケアが必要 

・資格を持っている人が仕事として活かせる仕組みつくり 

→研修できる人材はいるので、その機会をつくって！ 

→そういう人材を吸い上げるなど 

→地域でもたくさん知ってもらうことが大切 

→知って欲しい人に届ける（教育の中にも入れて） 

・無償ボランティアでなく、有償ボランティアをキチンと制度 

              ↳ボランティア預金→子どもボランティアか学校へ 

              ↳地域通貨や価値の交換 

・中学生の教育学習に 

・シルバーファミリーサポート？ 

おじいちゃんやおばあちゃんに見てもらえる制度 

→笠岡の子ども劇場みたいなもの（NPOみたいな） 

・広域連携して必要な支援を必要な人へ（市の枠を超えて） 

・バスを増やしてほしい 

・わかりやすく伝えようとする努力 

   わかりやすいホームページ（行政）→広島市が分かりやすい 

   まんが、動画 

・この計画も出来れば、分かりやすい形で公開して欲しい 

・NPO団体などが立ち上げる時の支援が必要 

・市民活動支援センターのようなサポート制度が必要 

 



 

58 

 

（７）まとめ（各グループの報告から） 

[Ａグループ] 

・精神障害の作業所では、偏見・差別・知識のなさなどが一般に見受けられ、理解の促進が必要。 

・障がい者の雇用促進、参加が必要。 

・高校生や若い人のボランティア活動に期待する。また、子どものうちから福祉体験が必要。 

・ボランティア活動に参加したり、コミュニティスクールなどで地域のつながりをつくっていくこ

とが大切。 

 

[Ｂグループ] 

・高齢者の雇用を進める。地域のことは 70 歳から。老人という言葉を使わない。老人会青年部そ

のくらいの気持ち。浅口市の高齢者は元気。 

・買い物援助、みなサポの増員とこれを広める。地域でみなサポを増やす。 

・人と人のつながりのため、行事の工夫、接触する機会づくり。交流を進めて、現代的な講の再開が

必要ではないか。 

 

[Ｄグループ] 

・犬と猫の糞が多い。飼い主の自覚が必要。事実を伝えて促すことが大切。歩道をきれいにしたら糞

が減ったという事例もある。地域をきれいにする。 

・引きこもりをはじめ、制度の狭間にある場合は、当事者や親が抱え込んでいる。 

・行政がワンストップで相談できる体制をつくる必要がある。不登校もここで対処が必要。 

・地域の祭り、行事の維持、人口減少で担い手不足が進行。地域間で応援し、世代間の理解が必要。 

 

[Ｅグループ] 

・障害への偏見等、日頃からの心がけが必要。 

・ワークショップに当事者の参加を得るなど組織の壁を越えて対応していくことが大事。 

・発達障がいから引きこもり、この研修もできる。人材もいるのでつながったらいい。人材バンク、

有償ボランティア、地域通貨なども考えていく。 

・市内にサポート体制確保のため、NPО、市民活動センターなどブリッジ型※の活動を強めていく。 

・情報を届ける仕組みづくりが必要、ホームページの活用や地域福祉計画を漫画にして市民にもっ

と伝わるように。 

 

 

ワールドカフェで、グループごとに行った意見交換を盛り込んだ「浅口市地域福祉計画」を作成

しています。 

  

                                                   
※ブリッジ：本来は橋の意味で、様々な団体や人をつなぐという意味で使っている。 
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[ワールドカフェの様子] 
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[各グループの作業した成果] 
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４ 浅口市地域福祉計画策定委員会条例 
 

○浅口市地域福祉計画策定委員会条例 

平成 28年３月 24日 

条例第３号 

(趣旨) 

第１条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条の規定に基づき浅口市地域福祉計画(以下「計画」

という。)を策定するため、浅口市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) その他計画の策定等に係る必要な事項に関すること。 

(組織) 

第３条 委員会は、委員 15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 福祉関係団体の代表者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

(任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでとする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 
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５ 浅口市地域福祉計画策定委員会 委員名簿 
 

委員氏名 所   属 選出区分 

道広 恵子（副委員長） 浅口市民生委員児童委員協議会 地域関係 

山田 直子 浅口市愛育委員会 地域関係 

守屋  靖 浅口市コミュニティ推進協議会 地域関係 

川上 正記 浅口商工会 企業関係 

山内 悦子 浅口市ボランティア連絡協議会 ボランティア関係 

鈴木  孝 浅口市老人クラブ連合会 高齢者関係 

池之上 章 
NPO法人 岡山県介護支援 
専門員協会浅口支部 支部長 

高齢者関係 

阿藤 宅雄 浅口市身体障害者福祉協会 障がい者関係 

佐藤 和喜雄 NPO法人福祉会 菩提樹 障がい者関係 

原田 英明 
浅口公立幼稚園・こども園 
教育研究会会長 

子ども関係 

斎藤 貴士 浅口・里庄ＰＴＡ連合会 子ども関係 

土屋 英樹 
社会福祉法人 
浅口市社会福祉協議会 

地域関係 

桑野 和夫（委員長） 
浅口市議会 
民生常任委員会委員長 

議会関係 

佐藤 賢次 浅口市教育委員会 教育委員 青少年・子ども関係 

沖村 舞子 生活支援コーディネーター 生活支援関係 

（順不同）   

 





 

 

 

 

浅口市地域福祉計画 
                        発行年月：平成 31年３月 

                     浅口市 健康福祉部 社会福祉課 

〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方 2244-26 

電話：0865-44-7007 

FAX：0865-44-7110 


